
論してきており、期日を定めるべき
だと思う。
※合併の期日について、「原案を修
正し、一定の範囲を決めておく」べ
きかどうかについて、会長を除く出
席者４３名で採決したところ、賛成４０
名、反対１名、意思表示なし２名と
なり、原案を修正することに決定し
た。
小林副会長
　原案の修正は、協議会の権限とし
てできるのか確認したい。１市３町
の首長会議の中で原案が決められて
いる。合併の期日は、１市３町の首長
が決めるべき内容であると考える。
事務局
　提案自体は、会長が関係首長と協
議して行うが、協議事項について協
議会の意見として修正することは可
能である。
小川会長
　修正案について、具体的にどうす
べきというご意見はあるか。
相模原市委員
　修正案については、事務作業のス
ケジュールの問題もあるので、事務
局から提案していただきたい。
相模原市委員
　休憩を取って、修正案を提案して
いただきたい。また首長での協議は、
あくまで原案を検討するという趣旨
であり、協議会が協議 ･ 決定の場で
ある。

（休憩）

修正案について、事務局より説明。
（修正案）
　相模原市、津久井町及び相模湖町
は、平成１８年３月２０日に合併し、相
模原市と城山町の合併の期日につい
ては、平成１８年３月３１日までに県知
事に合併の申請を行い、平成１９年３
月３１日までの間のいずれかの日とす
る。
※修正案について会長を除く出席者
４４名で採決したところ、賛成４３名、
反対１名となり、修正案のとおり決
定した。
小林副会長
　一言、自分の考えを申し述べたい。
①合併の是非を含めて議論すること
が、合併協議会規約第３条に定めら
れている。
②２月１日にこの法定協議会を設立
する際に、期限にこだわらずに協議
することが１市３町の首長で合意さ
れている。
③この２つの合意が、根底から、完
全に崩れた以上、これ以上合併協議
会での議論に加わるわけにはいかな
い。
④議案第６号の「相模原市と城山町
の合併の期日については、改めて協
議する」は、１市３町の首長で慎重
な議論を踏まえて提案されたもので
あり、副会長として責任を持って提
案したものである。これが修正され
るようでは、今後責任を持って協議
に参加できない。
⑤１市２町の委員に、城山町の合併
期日を決める道義的理由はないと考
える。
⑥ここで合併期日が決められること
に納得がいかない。

⑦以上の理由から、本日ただいま、
合併協議会副会長の職を辞任させて
いただく。

（休憩）

事務局
　小林副会長から会長宛てに副会長
の辞任届が提出されたが、本日のと
ころは会長の預かりとさせていただ
いたのでご報告する。

　　　　　　　　　　　　　　　　
協議第７号　新市の名称について

　　　　　　　　　　　　　　　　
→説明のみ実施
　新市の名称は、相模原市とする。

 主な意見

３町共通委員
　先行する１市２町の協議会ですで
に新市の名称などを決めているが、
その内容とこの協議会で決めること
が違ってしまっても良いのか。変え
られない、または変える気がないの
なら、相模原市と城山町の委員だけ
で協議をされた方が良いのではない
か。
事務局
　この合併協議会は、城山町の住民
の皆様から出された１市３町の合併
協議会の設置請求に基づき設置され
たものであり、合併特例法に基づく
ものであることをご理解いただきた
い。しかし、相模原市と他の町とが
先に合併した場合は、新しい相模原
市と城山町が合併をするという形に
なるため、いずれ相模原市と城山町
との１市１町の合併協議会に切り替
えていく必要がある。
相模湖町委員
　副会長である小林町長が退席され
た以上、本日は協議をこれ以上進め
るべきではない。（３町共通委員、
城山町委員からも同様の意見あり）
相模原市委員
　是非、小林町長に冷静になって協
議会にお戻りいただきたい。先ほど
は協議の目標期日を決めただけで、
この協議会は、引き続き期限にこだ
わらずに合併の是非を含めて協議を
することが保障されている。
事務局
　議案第９号合併市町村基本計画の
作成方針のみは説明させていただき、
今後、作業を進めることについて了
承していただきたい。（協議第８号
新市の事務所の位置については説明
未実施）

　　　　　　　　　　　　　　　　
協議第９号　合併市町村基本計画の
作成方針について

　　　　　　　　　　　　　　　　
→作業を進めることを承認
合併市町村基本計画の作成方針
１　合併市町村基本計画の趣旨等
　合併市町村基本計画の趣旨、構成
及び期間は次のとおりとする。
（１）計画の趣旨
　相模原市と城山町、津久井町及
び相模湖町が合併した場合の新市
のまちづくりを総合的かつ効果的
に推進するための基本方針を定め、
これに基づいた事業を推進するこ
とにより、新市の円滑な運営の確

保及び均衡ある発展に寄与すると
ともに、市民福祉の一層の向上を
図るため作成する。

（２）計画の構成
　新市の円滑な運営の確保及び均
衡ある発展を図るための基本方針、
基本方針に基づく具体的な施策、
財政計画などを中心として構成す
る。

（３）計画の期間
　計画の期間は、合併年度の翌年
度から平成２７年度までとする。

２　作成にあたっての基本的な視点
　合併市町村基本計画の作成にあた
っては、次の視点により取り組むも
のとする。
（１）地域全体の将来像の考慮
　津久井郡４町は、広域行政組合
を組織してごみ処理や消防業務を
共同で行うなど、地理的、歴史的
に一体感が強く、相模原市と津久
井郡４町も図書施設の相互利用や
広報紙の相互掲載などの広域的な
連携を行っている。また、相模原
市と藤野町は別に法定合併協議会
を設置して、合併に関する協議を
進めている。
　こうした経緯を踏まえ、相模原
市、城山町、津久井町及び相模湖
町の１市３町が合併した場合の合
併市町村基本計画を協議するにあ
たっては、藤野町を含めた１市４
町を一体の地域として捉え、地域
全体の将来像や、まちづくりのあ
り方を考慮した上で検討する。

（２）各市町の地域資源の活用とま
ちづくりの継承

　各市町の持つ地域資源を活用し、
それぞれが取り組んできたまちづ
くりを基本的に継承するという考
え方に立ち、各市町の総合計画を
反映し作成する。

（３）相模原市・藤野町合併市町村
基本計画との整合と連携

　相模原市と津久井郡４町を一体
の地域として捉えた上でまちづく
りのあり方を考える必要があるこ
とから、相模原市・藤野町合併協
議会で同時期に作成されることと
なる、合併市町村基本計画と整合
を図り、連携して作成する。

（４）相模原市・津久井町・相模湖
町新市まちづくり計画との整合

　相模原市、津久井町及び相模湖
町の１市２町は、すでに「新市ま
ちづくり計画（新市建設計画）」
を作成し、平成１８年３月２０日に合
併することとして県知事への合併
申請も済んでいることから、この
新市まちづくり計画との整合を図
る。

（５）「まちづくりの将来ビジョン」
の反映

　相模原市、城山町、津久井町及
び相模湖町の１市３町は、平成１６
年４月に任意の合併協議会を設置
し、合併した場合のまちづくりの
方向性等を「相模原・津久井地域
まちづくりの将来ビジョン」とし
てまとめている。
　合併市町村基本計画は、このビ
ジョンを参考とし作成する。

（６）住民意見の反映
　計画作成にあたっては、住民の
意見を反映させるため、案の段階
から広く住民の意見を聴取し、こ
れを考慮した上で決定する。

そ の 他　　そ 　の　 他　　

（１）今後の協議会開催日程について
　次回開催の日程については、各
首長と調整の上、改めてご連絡す
る。

※基本計画作成にあたっては、主に�
　下表の色付きの部分に反映させます�

新市まちづくり計画�

（相模原市・津久井町・�
　相模湖町新市建設計画）�

各市町　総合計画�
相模原・津久井地域�
まちづくりの将来ビジョン�
ふじのまちづくり将来ビジョン�

　　 相模原市及び津久井郡４町のまちづくり�
地域の将来像�
まちづくりの考え方�
将来都市構造�
基本目標�
合併シンボルプロジェクト�
将来人口　など�

相模原・津久井地域基本計画�
�序論�
�新市の概況�
�将来人口の見通し�
�まちづくりの基本方針�
�　新市の将来像�
�　まちづくりの考え方�
�基本目標と施策体系�
�　基本目標�
�　合併シンボルプロジェクト�
�　施策体系�
�公共施設統合整備の基本的な考え方�
�新市における県事業の推進�
�財政計画�

相模原市・藤野町基本計画�
�序論�
�新市の概況�
�将来人口の見通し�
�まちづくりの基本方針�
�　新市の将来像�
�　まちづくりの考え方�
�基本目標と施策体系�
�　基本目標�
�　合併シンボルプロジェクト�
�　施策体系�
�公共施設統合整備の基本的な考え方�
�新市における県事業の推進�
�財政計画�

　�

※�

合併市町村基本計画の作成における相模原・津久井
地域全体のまちづくりの検討について

　相模原・津久井地域合併協議会及び相模原市・藤野町合併協議会でそれぞれ協
議される合併市町村基本計画は、相模原市及び津久井郡４町を一体の地域として
捉えて検討する必要があり、また相互の整合を図る必要があります。このことか
ら、各計画の作成に先立ち、地域全体の将来像やまちづくりの考え方などについ
て整理し、１市４町が合併した場合の将来像等を示すとともに、共通の考え方と
してそれぞれの計画に反映させることにより、相互の整合を図るものとします。


